
3

4

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
のポイント

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
のポイント

「新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例」「住宅性能表示制度の整備」「住宅専門の紛争処理体制の整備」の
3本柱で良質な住宅を安心して取得できる住宅市場をサポートします。

か し

住宅性能表示制度の詳しい情報はこちらへ

監修　国土交通省住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/

建設住宅性能評価書を交付された住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万

一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。

この法律は、平成12年4月から施行されています。新築住宅の住宅性能表示制度については、平成12年7

月に日本住宅性能表示基準・評価方法基準が制定され、同年10月に本格的にスタートしました。平成14年

8月には、既存住宅についての日本住宅性能表示基準・評価方法基準が制定され、同年12月に既存住宅に

係る住宅性能表示制度もスタートしました。

【紛争処理体制のイメージ】

※　申請料は、1件あたり1万円です。

※　指定住宅紛争処理機関が住宅に関する紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を

国土交通大臣が定めています。

　　（例）住宅の床に6/1000以上の勾配の傾斜が生じた場合には、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い、など。
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住宅紛争処理支援センター

指定住宅紛争処理機関
（弁護士会）
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紛争当事者

建築専門家団体　等

国 土 交 通 省
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」コーナー
住宅性能評価機関等連絡協議会

●詳細は次の
　ホームページで
　ご覧ください。

住宅性能表示制度をはじめ、信頼できる住まいの情報はこちらへ　　どうぞアクセスしてください。

○このパンフレットは、平成18年4月現在で施行されている法令に基づき作成しました。

監　修　国土交通省住宅局住宅生産課� 電話 03-5253-8111（代表）
発　行　財団法人　ベターリビング
連絡先　住宅性能評価機関等連絡協議会（（財）ベターリビング内）�電話 03-5211-0564
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構造の安定
（耐震等級 等級○ 等）

防犯※
（開口部の侵入防止対策）

火災時の安全
（耐火等級 等級○ 等）

劣化の軽減
（劣化対策等級 等級○ 等）

維持管理への配慮
（維持管理対策等級 等級○ 等）

光･視環境
（単純開口率○％ 等）

音環境
（重量床衝撃音対策等級 等級○ 等）

高齢者等への配慮
（高齢者等配慮
　対策等級 等級○ ）

空気環境
（ホルムアルデヒド発散等級 等級○、
　濃度測定 等 ）

温熱環境
（省エネルギー対策等級 等級○ 等）

新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づ
けることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。

住宅性能表示制度の整備
住宅の性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観
的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っています。

か し

か し

か し

請求できる内容

対象となる部分

瑕疵担保期間

新築住宅の基本構造部分　※基礎、柱、床、屋根等

完成引渡しから10年間義務化（短縮の特約は不可）

修補請求
賠償請求
解　　除�※売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。

（これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可）
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【対象となる部分イメージ】　○木造（在来軸組工法）の戸建住宅の例

【住宅性能表示のイメージ】　（10分野29事項）

〈構造耐力上主要な部分〉〈雨水の浸入を防止する部分〉
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＊平成18年4月に、開口部の侵入防止対策を表示する項目が追加されました。

※住宅性能表示のための共通ルールとして、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準（表示すべき事項、表示の方法を内容とする

基準）、評価方法基準（設計図書の評価や現場検査の方法を定める基準）を定めます。

※住宅性能表示は、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります（利用すれば一定の費用がかかります）。登録

住宅性能評価機関は、申請者の求めに応じて住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付することができます。

※登録住宅性能評価機関は、評価方法基準等に従って評価、表示します。住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をま

とめたもの（設計住宅性能評価書）と施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの（建設住宅性能評価書）の2種

類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
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